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建設工事等競争入札事務の取扱いの運用について（通知）

建設工事等競争入札事務の取扱いの運用を次のとおり定めたので通知します。

第２関係

第２項に規定する入札の執行の委任については、原則として、農林水産部及び建設部におけ

る知事契約について、当該事業の監督業務を行う公所の長に対して行うものとする。

第３及び第４関係

１ 一般競争入札及び条件付き一般競争入札に係る公告等の手続の詳細については、秋田県一

般競争入札実施要綱（平成７年３月３０日付け監－１７２６）、秋田県条件付き一般競争入

札実施要綱（平成１９年３月２９日付け建管－２４２２）及び秋田県建設コンサルタント業

務等条件付き一般競争入札実施要綱（平成２０年３月１７日付け建管－２４６０）に定める

ところによるものとする。

２ 随意契約に係る業者についても、可能な限り第４第１項に規定する名簿に登載されている

業者の中から選定するものとする。

３ 第４第２項第７号の「その他」としては、入札心得を熟知の上、入札に参加するようにと

いう趣旨のことを記載するほか、最低制限価格制度又は低入札価格調査制度の適用の有無、

見積内訳明細書の提示の要否等についても記載すること。

第４の２関係

第４の２第１項第２号に掲げる建設工事の予定価格の事前公表は、入札・契約手続の透明性

の向上を図る観点から、請負対応額が４，０００万円未満の建設工事のうち事前公表すること

により以後の発注に支障が生ずるおそれのあるものを除くすべての工事について試行するもの

とする。

第４の３関係

第１項ただし書に規定する適正な競争性が確保できない場合は、秋田県建設コンサルタント

業務等入札制度実施要綱（平成５年３月３０日監－１９７３）第８条第２項に定める業者数を

満たさない場合（条件付き一般競争入札による場合を除く。）とする。

第７関係

１ 第２項に規定する見積期間については、建設業法第２０条及び秋田県財務規則第１５８条

の２の規定が根拠となっており、一般競争入札及び条件付き一般競争入札における見積期間
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の下限は、秋田県財務規則第１５８条の２の規定により５日間となる。

２ 第２項ただし書きの規定による見積期間の短縮は、天災その他の不測の事態が発生し若し

くは発生するおそれがある場合、入札不調による再度入札若しくは年度末における入札を執

行する場合であって施工等に必要な期間を確保することが困難な場合等に限って行うことが

できるものとする。この場合において、契約担当者は、建設工事において見積期間の短縮を

行うときは、法令上、入札時の見積内訳明細書の提出が義務づけられていることに鑑み、適

正な見積内訳明細書の作成等に必要な期間の確保に努めなければならない。

第８関係

入札への参加者は、原則として、入札参加資格者若しくは被指名者本人、代理人又は関係者

とすることとし、入札参加者名簿等により確認すること。

第１２関係

１ 指名競争入札において、入札執行前に入札辞退者が出る場合

ア 指名業者全員が辞退した場合は、入札を取り止め、指名替えを行うものとする。

イ 入札者が１人になり、競争性が確保できない場合には、入札を延期し、追加指名を行う

ものとする。

ウ 入札者が２人以上で、競争性が確保できる場合には、原則として、追加指名は行わず、

入札を執行するものとする。

２ 予定価格の事前公表を行わない指名競争入札において、初度の入札後再度の入札執行前に

入札辞退者が出る場合

ア 入札参加者全員が辞退した場合及び入札者が１人になり、競争性が確保できない場合に

は、入札を打ち切り、指名替えを行うものとする。この場合、予定価格を変えないときは、

最後まで残った入札者については、公平性の観点から再度の指名を行わないこととする。

イ 入札者が２人以上で、競争性が確保できる場合には、入札を執行するものとする。

３ １及び２の取扱いについては、十分に留意し、適正な運用に努めるものとする。

なお、入札辞退が頻繁に行われた場合には、その背景を調査し、関係各課と協議の上、対

応策を講じるものとする。

４ 所定の入札時間に入札を行わなかった者は、入札を放棄したものとし、辞退者と区別して

取り扱うものとする。

第１３関係

入札の取止め等の事由が生じたときは、速やかに、別紙様式により入札参加者へ通知すると

ともに、契約担当者へ報告すること。

第１８関係

入札者名及び入札金額の読上げについては、各回とも最低額の入札者名及びその入札金額の

みについて行うものとする。この場合、最低制限価格を設けているときは、最低制限価格を下

回らないことを確認した上で行うものとする。

第２６関係

１ 製造の入札結果は、入札執行課所だけでなく、建設部建設政策課においても公表すること

としているので、入札執行者は、契約を締結したときに遅滞なく入札調を同課に送付するも
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のとする。

２ 建設工事の入札結果等の公表については、「建設工事の入札及び契約に関する情報の公表

に係る取扱要領」（平成２７年４月３日付け２６建政－２１０４建設部長通知）によるもの

とする。

３ 建設コンサルタント業務等の入札結果等の公表については、「建設コンサルタント業務等

の入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱要領」（平成２７年４月１０日付け技管－６

０建設部長通知）によるものとする。

第２７関係

第１項及び第２項の見積内訳明細書の提出に係る取扱いについては、「入札時における見積

内訳明細書の取扱要領」（平成２７年３月２日建政－１９００）によるものとする。

（平成１２年５月 １日建管－ ３３３ 一部改正）

（平成１３年８月２０日建管－ ９２９ 一部改正）

（平成１８年２月２８日建管－２３４６ 一部改正（平成１８年３月２０日から施行））

（平成１９年３月２９日建管－２４２３ 一部改正（平成１９年４月 １日から施行））

（平成１９年４月２５日建管－ ３３３ 一部改正（平成１９年５月 １日から施行））

（平成２０年３月１７日建管－２４６１ 一部改正（平成２０年４月 １日から施行））

（平成２０年１０月２９日建管－１８６１ 一部改正（平成２０年１１月 １日から施行））

（平成２３年４月１８日建管－ １４８ 一部改正（平成２３年４月２０日から施行））

（平成２４年３月２８日建管－２３４９ 一部改正（平成２４年４月１日から施行））

（平成２７年３月２５日建政－２０５０ 一部改正（平成２７年４月１日から施行））

（平成２８年３月２５日建政－１７３３ 一部改正（平成２８年４月１日から施行））
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(別紙)

（ 番 号 ）

平成 年 月 日

契約担当者 様

入札執行者

入札の取止め（延期）について（報告）

次の工事（業務）について、入札を取り止めた（延期した）ので、報告します。

１ 工事（業務）名

２ 工事（業務）番号

３ 取止め（延期）の理由
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(別紙)

（ 番 号 ）

平成 年 月 日

入札参加者 様

入札執行者

入札の取止め（延期）について（通知）

次の工事（業務）について、入札を取り止める（延期する）ので、通知します。

※なお、入札日が確定次第お知らせします。

（※は延期の場合）

１ 工事（業務）名

２ 工事（業務）番号

３ 取止め（延期）の理由
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